
 

 

 

 

 

企業理念 

「社会への奉仕、利益の還元」 

 

環  境  方  針 

    

 私たち㈱細川技建は、自分たちの事業活動(塗装・吹付け・防水工事等)において地域

住民の生活環境に悪影響を与えないように配慮することが大切であると自覚しており

ます。 

そのためには施工計画を策定する段階で環境に対する十分な配慮をすることにより、

地域環境しいては地球環境を大切にして参ります。 

 

   行動指針 

１. 当社の事業活動において、下記の重点項目を推進し、汚染の予防に努めます。 

① 施工計画の際、地域住民への分かりやすい工事説明会資料を作成し、説明会で

の住民の要望を大切します。 

② 地球温暖化防止へ貢献するため、省エネ活動(ガソリン・軽油、電力のムダ取

り)に取り組みます。 

③ 限りある資源を大切にするため、３Ｒ『リデュース(発生抑制)、リユース(再

使用)、リサイクル(再利用)』に取り組みます。 

 

２. 関連する法規制及び地域･近隣との協定、その他の要求事項を順守し一層の環境保

全に取組みます。 

 

３. 内部監査を年 1回以上実施し、環境マネジメントシステムの継続的改善を図ります。 

 

４. 環境教育を実施し、全従業員の環境方針の理解と環境に関する意識向上を図るとと

もに、協力会社にも環境方針の周知と協力を求めます。 
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